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文部科学省提出資料 



児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童に対する保護施策 

 

省庁名【文部科学省】                     番号【 1 】 

【該当する骨子】 

  

被害児童に対する保護活動 

被害児童保護に関する関係機関の連携協力体制の強化 

【取組の概要】 

  

 文部科学省において、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識や経験を有する

スクールカウンセラーや教育分野に関する知識に加えて社会福祉等の専門的な知識や経験

を有するスクールソーシャルワーカーを配置し、学校における教育相談体制の整備を支援

することなどにより、児童ポルノ等の被害に遭った児童生徒が相談しやすい体制を整備し、

早期発見等に資する。また、児童ポルノ事犯を含む事件・事故や災害などによって緊急的

に心のケアが必要になった児童生徒への対応として、学校へのスクールカウンセラーの緊

急派遣により支援を行う。 

【取組の詳細】 

  

 

・平成 26 年度においては、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有す

るスクールカウンセラー等を公立小中学校に配置するための経費を措置し、引き続き平成

27 年度においてもスクールカウンセラー等配置のための経費を計上。 

（平成 26年度配置校数：22,013 校、平成 27年度配置校数：22,373 校（計画値）） 

 

・平成 26 年度においては、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・

技術を有するスクールソーシャルワーカーを都道府県・指定都市・中核市に配置するため

の経費を措置し、引き続き平成 27年度においてもスクールソーシャルワーカー配置のため

の経費を計上。 

（平成 26年度配置人数：1,186 名、平成 27年度配置人数：2,247 名（計画値）） 

 

 
 





※Ｈ１２まで調査研究事業（委託事業）、Ｈ１３から補助事業。
※Ｈ２１から、拠点校を定めず巡回して複数の学校を併せて担当する場合における巡回対象となる学校（巡回校）
必要に応じて派遣される学校（派遣校）の形態も可能としている。

※Ｈ２３～は緊急スクールカウンセラー等派遣事業の活用により被災３県（岩手県、宮城県、福島県）の配置を含んでいない。
※Ｈ２７は計画値。

（箇所）

スクールカウンセラーの配置状況

年度 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

合計 154 553 1,065 1,661 2,015 2,250 4,406 6,572 6,941 8,485 9,547

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27(計画)

合計 10,158 11,460 12,263 15,461 16,012 15,476 17,621 20,310 22,013 22,373

その他（教育委員会等）83
特別支援学校253
中等教育学校31

高32
中93
小29

高225
中654
小186

高293
中995
小373高119

中337
小97



スクールソーシャルワーカーの配置状況
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
（予算上）

区分＼年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

予算額 １，５３８百万円
１４，２６１百万円

の内数
１３，０９２百万円

の内数
９，４５０百万円

の内数
８，５１６百万円

の内数
３５５百万円 ３９４百万円 ６４７百万円

予算上の
積算人数

１４１地域 １，０４０人 １，０５６人 １，０９６人 １，１１３人 １，３５５人 １，４６６人

２，２４７人

プラス貧困対策
重点加配６００人

ＳＳＷ実人数 ９４４人 ５５２人 ６１４人 ７２２人 ７８４人 １．００８人 １，１８６人

○ スクールソーシャルワーカー活用調査研究委託事業（平成20年度）―国の全額委託事業（１０／１０）
○ スクールソーシャルワーカー活用事業（平成21度～22年度）―都道府県・指定都市に対する補助事業（補助率 １／３）
○ スクールソーシャルワーカー活用事業（平成23年度～）―都道府県・指定都市・中核市に対する補助事業（補助率 １／３）

○ 平成21年度～平成24年度は、学校・家庭・地域の連携協力推進事業の一部として実施。
○ 平成25年度から、いじめ対策等総合推進事業の１メニューとして実施。



児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童に対する保護施策 

 

省庁名【文部科学省】                     番号【 2 】 

【該当する骨子】 

 被害児童保護を行う者の資質の向上 

【取組の概要】 

 教職員等を対象としたシンポジウムの開催  

【取組の詳細】 

   子供の心の健康問題に対する教職員の役割について周知・情報共有を図る目的で、

管理職、養護教諭をはじめとする教職員、スクールカウンセラー等を対象としたシン

ポジウムを年１回（参加人数 ２６年度：３７２名、２７年度：２９１名）開催した。 

   当シンポジウムは、教職員に対して、日常や危機発生時における健康観察や学校に

おける心のケアに関する組織的な体制の必要性についての理解と指導力向上のために

行ってきた。 

   

 

 

 

 

 



平成２７年１２月２日  

健 康 教 育 ・ 食 育 課  

 

学校における子供の心のケア関係事業について 
 

 

 

○ 事業名 

 

  児童生徒の現代的健康課題への対応事業    

５６，５２７千円の内数 

（心のケアシンポジウム）（１，９５１千円） 

 

 

○ 事業内容 

 

 

 「心のケアシンポジウムの開催」 

   

教職員等に対して、子供の心の健康問題に対する教職

員の役割について周知・情報共有を図る目的で、シンポ

ジウムを実施。 

 

  開催場所：平成２４年度：宮城県、東京都 

       平成２５年度：東京都 

       平成２６年度：東京都 

       平成２７年度：東京都 

  対象者 ：指導主事、教職員、スクールカウンセラー、

学校医 

  参加者数：約３００人 
 

 



 

子供の心のケアシンポジウム実施要項 

 
１ 趣 旨 

近年、東日本大震災をはじめとする自然災害や子供が巻き込まれる事件・事故 

等の発生に伴う子供の心のケアや、いじめ・不登校・人間関係の悩みなど、メン 

タルヘルスに関する問題が多様化している中、これらの問題への適切な対応が求 

められている。そのため、日頃から子供の健康観察を徹底し、情報の共有を図る 

などして早期発見に努め、適切な対応を行うことが必要である。 

今回は、心の健康問題に対応する教職員の役割についてシンポジウムを開催し、 

子供の心のケアの充実に資する。 

 
２ 主 題 

学校における子供の心のケア 

－ 心の健康問題に対応する教職員の役割 － 

 
３ 主 催 

文部科学省 

 
４ 日 時 

平成２６年１１月２８日（金） １３：００～１７：００ 

 
５ 会 場 

国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟大ホール 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 

 
６ 対 象（定員５００名） 

（１）幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校等の校（園） 

長、副校長、教頭、養護教諭、保健主事、学級担任、安全担当、学校医等、スク 

ールカウンセラー及びその他関係教職員 

（２）都道府県及び市区町村教育委員会の指導主事等 

（３）上記ほか、子供の心のケアに興味・関心のある方 

 
７ 参加申し込み方法 

 各国立大学法人、各都道府県知事部局、各都道府県教育委員会又は各指定都市教 

 育委員会ごとに参加者を取りまとめの上、参加申込書【別紙】を提出願います。 

（１）申込み期限 平成２６年１１月７日（金） 
 

（２）申込み方法 別紙参加申込書による（ＦＡＸ・メール可） 

（３）申込み先 〒１００－８９５９ 

東京都千代田区霞が関３－２－２ 



 

文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課 保健管理係 

電 話：０３－６７３４－２９７６（ダイヤルイン） 

 ＦＡＸ：０３－６７３４－３７９４ 

E-mail：gakkoken@mext.go.jp 

（注）会場の都合により、定員に達した場合は締め切らせていただきます。 

宿泊、昼食等の手続きは行っておりませんので、各自で手配願います。 

車での来場は御遠慮願います。 

 

８ 内 容 

 
（１）受 付【12:30～13:00】 

 
（２）開会行事【13:00～13:10】 

 
（３）基調講演【13:10～14:40】 

「学校における子供の心のケア」 

－子供の心の発達に即した理解と対応のあり方－ 

医療法人財団青溪会 駒木野病院児童精神科 

医療部長（児童精神科医） 笠原 麻里 

 
（４）休 憩【14:40～14:50】 

 
（５）シンポジウム【14:50～16:50】 

「学校における子供の心のケア」－心の健康問題に対応する教職員の役割－ 

【コーディネーター】 

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

健康教育企画室 健康教育調査官 岩崎 信子 

【シンポジスト】 
 

茨城県坂東市立南中学校 校長 古矢 勲 
熊本県美里町立砥用中学校 教諭 長谷川 覚 
新潟県立新井高等学校 養護教諭 志賀 淳子 
千葉市スーパーバイザー 臨床心理士 寶川 由美子 

 

（６）閉 会【17:00】 



子供の心のケア研究協議会実施要項 

 

１ 趣 旨 

 近年、東日本大震災をはじめとする自然災害や子供が巻き込まれる事件・事故

等の発生に伴う子供の心のケアや、いじめ・不登校・人間関係の悩みなど、メン

タルヘルスに関する問題が多様化している中、これらの問題への適切な対応が求

められている。 

 文部科学省では、教職員や保護者等が学校における子供の健康観察の重要性等

について理解を深める機会となるよう、平成１９年度からシンポジウムを開催

し、子供の心のケアの充実に努めてきた。１０回目を迎える今回は、子供の発達

段階、地域の特性や学校の実情に応じた心のケアについて、より具体的な学校の

取組を協議するため、ワークショップを中心とした参加型の研究協議会を開催

し、子供の心のケアの充実に資する。 

 

 

２ 主 題  学校における子供の心のケア 

        －子供の発達段階、地域の特性や学校の実情に応じた心のケア－  

 

３ 主 催  文部科学省 

 

４ 日 時  平成２７年１２月１４日（月） １３：００～１７：００ 

 

５ 会 場  国立オリンピック記念青少年総合センター  

国際交流棟レセプションホール 

        〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1 

 

６ 対 象（定員３００名） 

（１）幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校等の校（園）

長、副校長、教頭、養護教諭、保健主事、学級担任、安全担当、学校医等、スク

ールカウンセラー及びその他関係教職員 

（２）都道府県及び市区町村教育委員会の指導主事等 

（３）上記ほか、子供の心のケアに興味・関心のある方 

 

７ 参加申し込み方法  ワークショップ小・中・高の希望（第２希望まで記載） 

各国立大学法人、各都道府県知事部局、各都道府県教育委員会又は各指定都市教

育委員会ごとに参加者を取りまとめの上、参加申込書【別紙】を提出願います。 

（１）申込み期限 平成２７年１１月６日（金） 

（２）申込み方法  別紙参加申込書による（ＦＡＸ・メール可） 



（３）申込み先 〒１００－８９５９ 

        東京都千代田区霞が関３－２－２ 

        文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課 保健管理係 

電 話：０３－６７３４－２９７６（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ：０３－６７３４－３７９４ 

E-mail：gakkoken@mext.go.jp 

（注）会場の都合により、定員に達した場合は締め切らせていただきます。 

     宿泊、昼食等の手続きは行っておりませんので、各自で手配願います。 

   車での来場は御遠慮願います。 

 

８ 内 容 

 

（１）受  付【12:30～13:00】 

 

（２）開会行事【13:00～13:10】 

 

（３）基調講演【13:10～14:40】全体会   

  ○「子供たちの命をいかに守るか」  

飯野 眞幸 高崎市教育委員会 教育長  

○「実効性あるチーム支援とＳＳＷの活用」 

横井 葉子 上智大学総合人間科学部 助教 

  ○「校内体制づくりと機関連携のあり方 ～虐待事案を通して～」 

    伊部 加代 滋賀県長浜市立北郷里小学校 教頭 

  

（４）休  憩【14:40～15:00】（会場移動を含）  

 

（５）ワークショップ【15:00～16:40】  

   「子供の発達段階、地域の特性や学校の実情に応じた心のケア」 

  ＊基調講演の内容を受けて、ワークショップを実施する。 

・小学校部会   

ファシリテーター 伊部加代 滋賀県長浜市立北郷里小学校 教頭 

・中学校部会   

 ファシリテーター 横井葉子 上智大学総合人間科学部 助教 

・高等学校部会  

   ファシリテーター 飯野眞幸 高崎市教育委員会 教育長 

 

（６）閉 会【16:40】会場ごとに終了 



児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童に対する保護施策 

 

省庁名【文部科学省】                     番号【 3 】 

【該当する骨子】 

  

被害児童保護を行う者の資質の向上 

 

【取組の概要】 

  

 

児童ポルノを含めた児童虐待への学校の対応についての解説を盛り込んだ生徒指導に関

する学校・教員向けの基本書の作成・周知。 

【取組の詳細】 

  

 

・生徒指導に関する学校・教員向けの基本書として、児童ポルノを含めた児童虐待への学

校の対応についての解説を盛り込んだ「生徒指導提要」を作成し、学校の生徒指導担当

者に対する児童虐待防止についての啓発に活用（平成 22 年 9 月に、各教育委員会（各 10

部）及び学校（各２部）へ配布し、その後もＨＰ掲載等により周知。）。 

・都道府県等生徒指導担当者連絡会議において、児童虐待防止について資料を用いて啓発

を推進。（平成 26年 9 月、平成 27年 1、4 月） 
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